
　

介
護
保
険
は
、
40
歳
以
上
の
み
な
さ
ん
が
加
入
者
（
被
保
険
者
）
と
な
っ
て
保
険
料
を
納
め
、
介
護

が
必
要
と
な
っ
た
と
き
に
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
制
度
で
す
。

　

住
み
慣
れ
た
町
で
、
い
つ
ま
で
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
わ
た
し
達
が
住
む
南
越
前
町
が
運

営
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
介
護
保
険
制
度
も
ス
タ
ー
ト
し
て
６
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
今
後
も
高
齢
化
が
進
み
、
介
護
を

必
要
と
す
る
人
が
増
加
す
る
と
予
測
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
国
は
、
介
護
保
険
を
将
来
に
わ
た
り
、
持
続
可
能

な
制
度
と
し
て
維
持
で
き
る
よ
う
に
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。
今
回
の

改
正
は
予
防
重
視
へ
の
転
換
な
ど
大
が
か
り
な
も
の
で
す
。

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
新
設

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
創
設

　

介
護
が
必
要
に
な
り
そ
う
な
方
は
「
地
域
支

援
事
業
」、
要
支
援
者
の
方
は
「
新
予
防
給
付
」

の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

地
域
に
お
け
る
高
齢
者
の
生
活
を
総
合
的
に

支
え
て
い
く
拠
点
と
し
て
「
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
」
を
、
役
場
本
庁
の
高
齢
者
対
策
室
に

設
置
し
ま
す
。

　

高
齢
者
の
状
態
把
握
、
総
合
相
談
、
虐
待
の

防
止
、
権
利
擁
護
、
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
な
ど
を
支
援
す
る
窓
口
に
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
改
定

　

保
険
給
付
（
サ
ー
ビ
ス
利
用
）
の
増
加
、
新

た
な
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
等
に
よ
り
保
険
料
が
変

更
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、昨
年
度
よ
り
引
き
続
き
特
別
徴
収
（
年

金
か
ら
の
天
引
き
）
さ
れ
る
方
に
つ
い
て
は
、
４

月
の
介
護
保
険
料
額
は
、
平
成
18
年
２
月(
Ｈ
17

年
度
６
期
分)

に
徴
収
し
た
金
額
と
同
額
で
す
。

　

保
険
料
の
詳
細
は
、
次
号
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

要
介
護
状
態
区
分
の
変
更

　

現
在
の
６
段
階
区
分
（
要
支
援
・
要
介
護
１
〜
５
）
か
ら
７
段

階
区
分
（
要
支
援
１
、２
・
要
介
護
１
〜
５
）
と
な
り
ま
す
。

　

区
分
に
よ
り
、
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
が
異
な
り
、
こ

れ
ま
で
、
要
支
援
・
要
介
護
１
と
認
定
さ
れ
て
い
た
人
で
、
状
態

の
改
善
の
可
能
性
が
高
い
人
は
、
要
支
援
１
・
要
支
援
２
と
認
定

さ
れ
、
予
防
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援

非該当

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要支援2 要介護1

要支援1

非該当

介護が必要とされる人

（要介護１～５）

介護給付が受けられます

支援が必要とされる人

（要支援１・２）

予防給付が受けられます

必要に応じて、介護予
防サービス（地域支援
事業）が利用できます

現　行4月から
■
お
問
い
合
わ
せ　

保
健
福
祉
課
高
齢
者
対
策
室　
　

☎
47
│
８
０
０
９

　
　
　
　
　
　
　
　

今
庄
総
合
事
務
所
福
祉
推
進
室　

☎
45
│
８
０
０
１

　
　
　
　
　
　
　
　

河
野
総
合
事
務
所
福
祉
推
進
室　

☎
48
│
７
７
０
４


